
 

協働事業の提案から実施までの流れ 

 

 

※総合政策課以外の課も複数の政策分野での連携に関する事業提案の担当課になる場合が

あります。 

民間企業等から
の事業提案

事業提案の受付

•総合政策課

事業提案の担当
課との調整

•総合政策課⇔担当課

•ａ．担当課へ照会、個別相談、

•ｂ．協働事業として実施できるか検討

•ｃ．事業提案の担当課を決定

事業実施に向け
検討（担当課）

•状況に応じて、企業等からのヒアリング実施

市長決裁

•政策会議において、提案受け入れを協議し、市長決裁にて事業受け入れを
決定します。

連携と協力に関
する協定締結

•協定書の作成、調印式※必要に応じて

•報道発表（ホームページ公表を含む）

•庁内周知

事業実施

（担当課）

•事業実施報告（ホームページ等）


